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令和４年第４回 

美唄市議会定例会会議録 

令和４年１２月９日（金曜日） 

午前１１時３０分 開会 

 

◎議事日程 

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 一般質問 

   

◎出席議員（１２名） 

  議 長  金 子 義 彦 君 

  副議長  桜 井 龍 雄 君 

   １番  森   明 人 君 

３番  齋 藤 久美夫 君 

４番  山 上 他美夫 君 

   ５番  本 郷 幸 治 君 

   ６番  山 崎 一 広 君 

７番  川 上 美 樹 君 

９番  松 山 教 宗 君 

   10番  紫 藤 政 則 君 

   12番  谷 村 知 重 君 

       13番  小 関 勝 教 君 

 

◎欠席議員（２名） 

   ２番  伊 藤 真 久 君 

８番  楠   徹 也 君 

 

◎出席説明員 

市     長  板 東 知 文 君 

副  市  長  市 川 厚 記 君 

 総 務 部 長  猪 谷 憲 恭 君 

市 民 部 長  松 田 公 史 君 

 保健福祉部長  川 西 勝 幸 君 

経 済 部 長  土 屋 貴 久 君 

 市立美唄病院事務局長  今 澤 清 隆 君 

 消  防  長  菅 原 利 彦 君 

 総務部総務課長  平 野 太 一 君 

 総務部総務課長補佐  新   宗 晃 君 

 

 教育委員会教育長  天 野 政 俊 君 

 教育委員会教育部長  阿 部 良 雄 君 

  

 選挙管理委員会委員長  中 田 礼 治 君 

 選挙管理委員会事務局長  日 下   聡 君 

 

 農業委員会会長  今 田 邦 彦 君 

 農業委員会事務局長  高 橋 修 也 君 

 

a監 査 委 員   西 尾   正 君 

監査事務局長   橋 本 光 明 君 

 

◎欠席説明員 

 都市整備部長  清 水 真 史 君 

 

◎事務局職員出席者 

 事 務 局 長  村 谷 昌 春 君 

 次     長  門 田 昌 之 君 

 

午前１１時３０分 開会 

●議長金子義彦君 これより、本日の会議を

開きます。 

 この場合、説明員の欠席について、次のと

おり通知がありましたので、報告いたします。 

都市整備部長清水真史君は、都合により欠

席いたします。 

 

●議長金子義彦君 日程の第１、会議録署名

議員を指名いたします。 
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１番 森明人議員 

２番 伊藤真久議員 

を指名いたします。 

 

●議長金子義彦君 次に日程の第２、一般質

問に入ります。 

発言通告により、順次発言を許します。 

７番川上美樹議員。 

●７番川上美樹議員（登壇） 令和４年第４

回定例会におきまして、大綱２点について伺

います。 

１点目は、交通行政について。通院バスを

含めた公共交通の在り方について伺います。

板東市長の選挙公報の公約として、「通院バス

などの日常生活を支える交通手段の確保を進

める」とあります。任期満了まで残り半年と

なりましたが、新しい病院建設が順調に進み

ますと、あと１年３カ月後にはオープンとな

ります。市内外を含めた、通院のためのバス

の確保がどのようになるのか。また、通院バ

スだけでなく、全市的な公共交通の在り方に

ついて、美唄市地域公共交通計画では、今ま

でと異なる部分など、どのような特徴をもっ

て市民の交通手段を確保するのか、市長に伺

います。 

大綱の２点目は、令和４年度の新年度事業

において、２点お伺いいたします。 

一つ目は、美唄産農産物輸出促進事業につ

いて伺います。美唄産農産物を複数国に輸出

することを目指し、４月からこの事業が行わ

れたと思います。私はかねてより、美唄の農

産物は世界市場において高い評価を得ること

ができる。また、世界の方々に美唄の農産物

を食べてもらいたいと、大きな希望を持って

おります。そこで今年度、この事業において、

どのような進捗状況になっているのか、市長

にお伺いいたします。 

二つ目は、ＦＭ放送局整備事業について伺

います。令和４年度の新規事業として、防災

緊急情報の伝達やコミュニティの活性化を目

的に「ＦＭ局の開設」を行うため、電界調査、

送信場などの整備等に係る調査を行うという

内容で、この事業を行っているところと思い

ます。令和４年度は残り３カ月となりました

が、調査等の結果はどのようなものだったで

しょうか。本市でＦＭ局を開設するためのイ

ンフラ整備、さらに放送内容、それらに関わ

る運用費用などを含め、調査状況と今後の展

望について市長にお伺いをいたします。 

●市長板東知文君（登壇） 交通行政につい

て、通院バスを含めた公共交通の在り方につ

いてでありますが、本市の公共交通は、市内

の居住地と公共施設・商業施設・医療施設等

の生活関連施設を結ぶ路線バスや乗合タクシ

ーが運行し、市民の足を確保しているところ

でありますが、公共交通利用者の減少などに

より、これまで以上に利便性が高く、効率的

な公共交通体系の充実が求められていること

から、現在「美唄市地域公共交通計画（案）」

を策定しているところであります。次に、市

内外を結ぶ通院バスにつきましては、地域医

療構想調整会議の動向などを踏まえた広域的

な医療連携体制を見据えた上、病院間の協定

についての協議等が必要なほか、広域バス路

線の維持・確保につきましては、現在、北海

道、関係自治体等で策定している「中空知地

域公共交通計画」においても検討が行われる

予定となっていることから、関係機関であり
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ます札幌運輸支局や近隣自治体、バス事業者

などと検討を進めてまいります。次に、全市

的な公共交通の在り方につきましては、新た

な「美唄市地域公共交通計画」に基づき、既

存のバス路線の見直しや予約運行システムを

導入した、いわゆるデマンドバスの運行のほ

か、乗合タクシーの運行区域において、再編・

拡大を図るなど、日常生活を支える交通手段

の確保を図ってまいります。 

次に、令和４年度新事業について、美唄産

農産物輸出促進事業についてでありますが、

この事業は、コロナ禍における米価下落対策

として、農家所得の確保及び世界的にも品質

の良い美唄産米の輸出への道を拓くため、複

数国の市場調査を行い、その結果を踏まえ、

輸出事業者と継続的な輸出契約に結びつける

ことを目的といたしまして、実施するもので

あります。令和４年度の事業内容につきまし

ては、「一般社団法人北海道国際流通機構」を

通じ、台湾において美唄産米の販売促進イベ

ントの開催や、美唄産米に対するニーズ調査

を実施したほか、現地で販売されている日本

産米の販売状況の調査を行い、美唄産農産物

の販路・販売拡大に向けた取り組みを進めて

おります。また、雪の冷熱エネルギーを利活

用して、美唄産農産物の加工品開発や販路開

拓を行っている「株式会社雪のココロ」への

委託による取り組みにつきましては、タイ、

台湾、シンガポール、マレーシア及びオース

トラリアの５カ国において、試験販売や試食

会を実施し、輸出業者との折衝などを行うと

ともに、意欲のある団体等が米の輸出に取り

組むために、必要な事務手続きを内容とした

マニュアルを作成することとしております。

こうした取り組みを進めることにより、当面

の目標としましては、令和８年度には300ｔの

米の輸出を目指しているところであります。

現在、国内におきましては、自給率100％を超

える米の余剰対策としまして、国を挙げて海

外からの評価が高い日本産米への販路拡大へ

の取り組みが強化されておりまして、道内で

は東川町が令和７年度までに輸出量1,000ｔ

を目指していると伺っているところでござい

ます。本市におきましても、現在、実施中の

基盤整備事業により、さらなる良質の米の生

産や、多様な農産物の生産が期待できること

から、基幹産業である農業の持続的な発展に

向けて、美唄産農産物の輸出の拡大に積極的

に取り組んでまいります。 

次に、ＦＭ放送局整備事業についてであり

ますが、本市では、昨年の水道事故における

経験を踏まえ、市民の皆様への情報伝達手段

の強化を図るため、今年度、コミュニティ放

送の整備に向け、送信所や中継局の適地選定、

電界強度の調査のほか、送信所やスタジオ整

備費、放送設備等の概算費用の算出、他の自

治体や放送局の視察を行ったところでござい

ます。この調査結果といたしましては、市内

を広くカバーするための送信所として市庁舎

が適地とされたところであり、費用について

は、送信所のほか、スタジオの改修や機器整

備、さらに市内全域をカバーするため、４カ

所の中継局を想定していることから、現時点

で総額約３億1,000万円程度の費用が見込ま

れているところであります。次に、開局後に

おける市が負担する年間のランニングコスト

についてでありますが、ＮＴＴ回線使用料で

約500万円、機器等の保守点検費用で約300万
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円のほか、市から運営事業者に対する支出と

して、公共情報番組委託料約1,200万円を含め、

合計約2,000万円の支出を見込んでいるとこ

ろであります。これに対する財源につきまし

ては、整備費には過疎対策事業債が、公共情

報番組の制作及び放送に係る経費については、

特別交付税がそれぞれ対象となるところであ

ります。次に、放送内容につきましては、災

害時には緊急情報などの放送のほか、平時に

おいては、地域に密着した情報番組や公共情

報番組を予定しているところであります。市

としましては、災害時の対応も含め、市民の

皆さんに必要な情報を速やかに伝達できる仕

組みづくりとして、コミュニティ放送の開局

に向けて取り組んでまいります。 

●７番川上美樹議員 まず１点目に、公共交

通と通院バスについてですが、公共交通を必

要とする、特に高齢者にとっては、通院だけ

ではなく買い物について、特に荷物を持って

帰るときの交通手段が必要だと思われます。

先日、産業・厚生常任委員会で、滋賀県東近

江市で行われている「ちょこっとバス・ちょ

こっとタクシー」、こういったものについて研

修してまいりました。例えば、利用者から予

約のあった時のみ動くバスですとか、あるい

はバス停ではなく、自宅近くで乗降できるバ

スの在り方や、例えば買い物のレシートが

2,000円以上あれば、バスの回数券を１枚進呈

するだとか、なるだけ公共交通を使ってもら

う工夫をしているということが研修で分かり

ました。本市でも、コンパクトシティを進め

つつ、公共交通で各地域を結んでいく立地適

正化計画が施行中ですので、全市的な公共交

通の在り方とあわせて、市長の公約である通

院バスの在り方も市民にそろそろ具体的な運

行内容が示されても良い時期かと思います。

多くの市民が通院バスには期待しているとこ

ろと私は感じますが、改めてこのことについ

て、市長のお考えを伺います。 

次に、ＦＭ放送局整備事業についてですが、

この市内全域をカバーするために中継局の設

置が必要であるということで、整備費用とし

て総額３億1,000万円、ランニングコストとし

て年間2,000万円の費用がかかるという調査

結果がご答弁で分かりました。これは４カ所

の中継局を想定しているとのことなんですが、

岩見沢の「ＦＭはまなす」は、岩見沢市内の

一部地域では受信時に雑音が入ったり、全く

受信できない地域もありますよということで、

ホームページのほうには記載がされておりま

す。ただ全域をカバーするには相当な費用が

かかるのかなと思いますが、例えば美唄の場

合ですと、南は峰延、それから北は茶志内、

西は中村だったり、西美唄、東はスキー場ぐ

らいまでを想定されているのか。それだとし

ても、美唄市内は278㎢という面積があるとい

うこと。それから、特に東側のほうに行けば、

山があったり、それから農村部にいきますと

防風林が立ってあったりします。もし中継局

が４カ所では足りなくて、例えば、５カ所、

６カ所必要となれば、恐らく一つ建てるのに

5,000万円から、二本建てるとしても１億円か

かるような、試算になるのではないかなと、

これは私のほうで調べた調査の金額なんです

けれども、そのような費用がかかるという可

能性があるかなと思います。それから、やは

り機械ですので、故障が出るという場合もあ

るかと思います。もちろん市長のおっしゃる
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コミュニティ放送、プラス断水のときに非常

に情報が伝わらなかったということで、防災

のための情報を伝えるために、美唄市の全地

域がＦＭラジオに番号、ダイヤルを合わせて

いただければ常にそういう情報が伝わるとい

う必要性は感じますが、かなり高額だなと感

じます。今後、本市独自に放送局を設置・運

営して、それを続けるということに対して、

財政的な不安を感じます。多くの市民は、既

にスマートフォン持っておりますので、そこ

から情報収集できる方も多いので、このＦＭ

ラジオを聞くというためには、アプリケーシ

ョンをダウンロードするということが必要だ

ったり、それから開局するからにはＦＭのダ

イアル、ＦＭ76.3Hzとかですね、その番号を

全市民に周知しなければ意味がないですよね。

せっかくやっているのに知らなかったよとい

うのであれば、意味がないということ。そう

いったことを考えると、現在ＳＮＳで行って

いる美唄のアプリですとか、地デジ広報なん

かも絡めた情報伝達のほうを強化しながら、

それを補う仕組みとして、これ一度にやるの

はお金があればいいんですけれども、そうで

はなくて段階的に、例えば母町から、それか

ら何かあった場合には、その周辺には違うア

ナログ的な方法で災害時は連絡をするだとか、

そういったシステムを作っていって、段階的

にコミュニティ放送を整備していくという方

法もあるのではないかなと思います。改めて、

このことについてどう考えるか市長に伺いま

す。 

●市長板東知文君 公共交通についてであり

ますが、通院バスを含めた公共交通の確保に

つきましては、予約型の区域運行を行うデマ

ンドバスの効果的な運行や、乗合タクシーに

おいて、運行区域の再編・拡大を図るなど、

今回の計画において、指摘の点も含めて、本

市にふさわしい公共交通となるよう、検討を

さらに進めてまいりますし、さらに、他市の

取組状況を十分踏まえながら公共交通の確保

に努めてまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

次に、コミュニティＦＭ整備の実施につい

てでありますが、大規模停電などの災害にお

いても、市民の皆さんに情報を速やかに届け

る手段として、コミュニティ放送は重要な役

割を果たすものと考えているところでござい

ます。このため市としましては、「市民の皆さ

んの命と暮らし」を守るため、基本的には全

ての地域に速やかに情報を伝達できるツール

として、やはりＦＭがあるということで検討

しているところでございます。そういった視

点からですねコミュニティ放送の開局に向け

て取り組んでいるところでございます。また、

整備等に係る財源の問題でございますけども、

これにつきましては、整備については、先ほ

ど申し上げました過疎対策事業債、交付税算

入７割、これを活用するほか、運用経費にお

いても、特別交付税の対象経費となっており

ますので、こういったものを活用しながら、

整備運用を努めてまいりますが、今後とも、

さらに経費の縮減、こういったものとともに、

さらなる財源の確保に向けて一層取り組んで

まいりたいと考えてございます。 

●７番川上美樹議員 もう一度お伺いをいた

しますけれども、ＦＭ放送についてなんです

が、早急に取り組むということで、多額の費

用がかかるけれども、全市的に情報が行き渡
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る、さらにコミュニティの放送も聞けて、美

唄の情報が市民の皆さんに行き渡るようにし

たいという市長の思いかと思うんですけれど

も、何せ費用が非常にかかるということで、

一度にはどうかなという思いがあります。た

だ市長としては、やはり一度に、全市民に情

報を渡したいということですので、これは新

年度から開設ということで、よろしいでしょ

うか。時期はいつやろうと思ってらっしゃる

のか、伺います。 

●市長板東知文君 今回、開設に向けた調査

ということでございますけども、これは第一

弾の調査ということで、さらに詳しい、ご指

摘の点も含めて、さらなる詳しい調査で、で

きるだけ早い時点で実施に向けていきたいと

考えています。実施に向けての段階的という

ご提案もありましたけども、そういったこと

も含めて、どういったほうが美唄にとって一

番ふさわしいか、基本的には災害含めて、な

るべく早急にってことは基本でございますけ

ども、そういう点も含めて十分検討させてい

ただきたいと思っております。 

●議長金子義彦君 次に移ります 

４番山上他美夫議員。 

●４番山上他美夫議員（登壇） 令和４年度

第４回定例会において、大綱１点、地域おこ

し協力隊について、市長にお尋ねいたします。 

市長は３年前の就任時に、地域おこし協力

隊を増員し、美唄市の活性化の原動力にした

いというお話をされておられました。そして

現在は、地域おこし協力隊員が21人まで増え、

市内の様々な分野で活躍されている話を数多

く耳にするところでございます。さらに、ア

ルテピアッツァ美唄やツーリズムマネジメン

トなどで８人の新たな地域おこし協力隊員を

募集しており、彼らによる美唄市の活性化に

大いに期待するところであります。地域おこ

し協力隊を主管する総務省では、地域おこし

協力隊について、次のように定義しています。

「地域おこし協力隊は、都市地域から過疎地

域等の条件不利地域に住民票を異動し、地域

ブランドや地域産品の開発・販売・ＰＲ等の

地域協力活動を行いながら、農林水産業への

従事、住民支援など、その地域への定住・定

着を図るのが目的」と明記されております。

その目的の中で一番重要なことは、協力隊員

が地域活性化の活動後に、その地域に定住・

定着を図るということが最重要な目的だと考

えております。しかし、美唄での現状は協力

隊員が移住や関係人口の拡大を図る目的で、

１年から３年の活動期間を経て、美唄に残り

たいけども残れない。また、残りたくないと

いう思いで去っていく隊員がいるとすれば、

美唄市にとって、甚だ残念なことであり、現

実に多くの隊員が美唄から遠ざかっているこ

とは、当市にとってプラスなのかマイナスな

のか、疑問が残るところであります。最近、

協力隊員の方々から耳にすることは、地域お

こし協力隊として、美唄に赴任し活動を始め

たが、目指した目標と市が希望する活動内容

にずれがあり、また、活動の分野を広げたい

が、所属部署の範疇でしか計画が立てられず、

考えていた構想の実現が難しいなどの活動の

難しさを耳にするところであります。そのよ

うな中でも、協力隊員の方々から対話する中

で、任務終了後に美唄に根をおろしたい、新

たな事業を起こしたい、ご縁があれば美唄で

就職したい、趣味や特技を生かして起業し、
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第２のふるさとにしたい、などの隊員の思い

を耳にするところであります。しかし、現在、

地域おこし協力隊員が任務終了後、美唄に定

住された隊員はまだ３名しかいないと思いま

すが、この数字は他市の状況と比較して、多

いのか少ないのか、とても気になるところで

ありますが、協力隊員の定住数について調べ

てみました。総務省の令和３年の報告では、

全国で8,080人の協力隊員のうち、任期終了後

に任務地域に定住した人数は4,292人で、実に

53.1％の隊員が活動地に定住していますが、

北海道は特に定住率が高く、72.9％と報告さ

れております。また、定住した隊員の動向に

つきましては、新しく事業を起こす、つまり

起業した隊員が41.4％、定住地の企業に就職

した隊員は39.1％、農業・林業への就業は

11.5％の数字が報告されており、全国と美唄

市の定住率を比較して、その差の大きさに愕

然とするところであります。美唄市への定住

を増やすための方策としては、市が協力隊員

に対して、任務中に美唄市への愛着を持って

もらう工夫や地元企業への就業促進のために、

協力隊員と地元企業の定期的なマッチングや

交流の場の提供、また、市民と協力隊員の交

流の場の創出などが考えられます。さらには、

美唄市で定住し、起業することを支援する方

法としては、今現在、定住者に100万円の支援

金制度や、最大300万円の助成が受けられる

「美唄市中心街空き店舗活用促進事業」など

がありますが、これらの支援策は起業資金の

ための100％ではなく、２分の１や３分の１の

自己負担が生じることとなり、隊員にとって

は起業する場合、借金をするなどの重圧がか

かり、定住し、起業する際の大きなハードル

となっております。全国では、地域おこし協

力隊の定住、起業支援を行っている自治体は

数多くありますが、例えば、人口１万人程度

の岐阜県八百津町では、定住支援策として、

住宅の新築、購入、改修や事業活動などに補

助率100％で、200万円の支援をしており、隊

員の定住に力を注いでいます。それらに比べ、

美唄市の支援はまだまだ検討する余地がある

のではないかと考えております。もう一つ隊

員の定住を妨げている要因としては、協力隊

員が募集要項に従って、様々な夢を抱いてや

ってくるが、配属された部署で、最初にぶち

当たるのは、縦割り行政の弊害と隊員が思い

描いた活動とのミスマッチであります。私が

地域おこし協力隊員と話し合うときに感じる

ことは、斬新なアイデアと夢を抱き、それを

実現しようとする隊員の苦悩と、それを生か

すことのできない雇用者として、市の隊員管

理に疑問を感じるところであります。管理す

る役所の担当者は日々の業務に追われて、隊

員のきらりと光る提案や計画に気がつかずに、

隊員の意欲をそいでいくようなことがあって

はならないと思います。以上の点を鑑みて市

長に質問いたします。 

１番目に、美唄市は他の自治体に比べて、

地域おこし協力隊員の定住率が低いが、その

原因はどこにあるとお考えなのか。また、地

域おこし協力隊に対して、定期的な意識調査

などはされているのか、お伺いいたします。  

２番目に、地域おこし協力隊員の定住者を

いかに増やすか。何らかの対策は考えておら

れるのか、この点についてお伺いします。 

●市長板東知文君（登壇） 地域おこし協力

隊の任務後における定住率についてでありま
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すが、平成23年度以降受け入れた隊員は37名

で、これまで退任した14名の隊員のうち、定

住している方は３名で、定住率は21.4％とな

っております。市といたしましては、派遣終

了後も地域にとどまっていただけるよう取り

組んでまいりましたが、職業や住居など地域、

隊員、行政の三者が一体となって支援体制を

とることが必要であり、課題となっていると

考えているところでございます。次に、定住

に向けた調査につきましては、隊員それぞれ

の活動状況報告書や定期的なミーティングな

どにより、活動実績を把握するとともに、毎

年、任期終了後の意向調査を行っているとこ

ろであります。 

次に、地域おこし協力隊の定住者増加策に

ついてでありますが、地方においては、急速

に進む人口減少・高齢化により地域づくりの

担い手不足という課題に直面している中、一

方では、若者を中心に地方志向、田園回帰と

いう流れが進んでおり、このようなことから、

地域に変化を生み出す、地域外の人材が地域

づくりの担い手となることが期待されている

ところでございます。このような中、「地域お

こし協力隊」は、地域の担い手として活躍す

るにとどまらず、職員とともに、地域住民と

の交流が地域の課題解決や新たな価値を生み、

内発的発展につながるほか、将来的な移住者

の増加にもつながることが期待できるものと

考えております。このため、隊員の定住に向

けましては、地域とのつながりを深めながら、

活動内容の充実を図ることが大変重要と考え

ておりまして、これまで実施してきた新たな

事業を起こすための助成事業に加え、今年度

におきましては、広報紙メロディーでの隊員

の活動紹介のほか、協力隊同士の横の連携を

図るための交流会の開催や視察研修などを実

施し、活動の充実に努めてきたところであり

ます。また、今月中旬には隊員と美唄商工会

議所職員や会員との交流会を開催するほか、

退任後の市内企業への就労相談をはじめ、新

たに事業を起こすための起業に対応した助成

制度の説明会なども予定しているところであ

ります。今後におきましても、隊員の皆さん

にとって活動しやすい環境づくりに努め、引

き続き、定住に必要な支援策の拡充に向けて

取り組んでまいります。 

●議長金子義彦君 一般質問中ですが、山上

議員の再質問は午後からといたしたいと思い

ます。午後１時 10 分まで休憩いたします。 

 

午前１２時０７分 休憩 

午後 １ 時１０分 開議 

 

●議長金子義彦君 休憩前に引き続き会議を

開きます。山上議員の再質問から入ります。

４番山上他美夫議員。 

●４番山上他美夫議員 隊員からは、日頃、

私も会話をする機会がありまして、いろんな

相談を受けることがございます。隊員から聞

こえる声としては、行政の縦割りによる活動

のしづらさ、退任後の就労や起業の不安など

の意見をよく耳にするところですが、隊員を

雇用する側として、市は日頃から隊員体制の

意識調査や隊員が困ったときに相談できるよ

うな組織体制をつくる必要があると感じてお

ります。隊員から聞こえてくる所属担当者と

のミスマッチと思われる声をいくつか報告い

たしますが、一つとしては、「そのアイデアは
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いいけれども、他の部署と相談しないと進め

られないよ」と。また、「いつ他の部署と打合

せできますか」と尋ねると「調整してからね」

と、かなりその調整に時間がかかる。「打ち合

わせしたけれど、いつになっても返事が来な

いんです」という声も聞くとこがございます。

隊員の不満を耳にすると、いつも思うことは、

非常に良いアイデアを持っていると、きらり

と光るダイヤモンドを見つけられない。まし

てや磨けないでいることは、美唄市にとって

とても残念なことだと感じているところでご

ざいます。また、市民の地域おこし協力隊に

対する認識が浅く、市民から聞こえてくる声

は、「地域おこし協力隊ってたくさんいるけど、

何をしているの」、また「地域おこし協力隊は

どんな行動をしているのかよく分からないん

だけど教えてくれる」、さらには「給料は美唄

市が出しているんだよね」と、給料を出すこ

とが痛ましいかのような問い合わせも聞くこ

とがございます。せっかく意欲を抱いて、美

唄に赴任してくれた隊員が市民に理解されな

いままに、任務を終えていくことは非常に残

念であり、隊員が市民と関わりながら、市民

に溶け込み、美唄を愛して、美唄を活性化し

てくれるような活動環境を整えていくことが、

雇用者である美唄市の責任であると考えます。

そこで、彼らが生き生きと活動できるための

方法としてでありますが、いくつか提案させ

ていただきます。一つは、協力隊員と担当部

署のマッチングミスを無くす。さらには、定

期的に市民と協力隊員が交流や対話する機会

を用意する。また、隊員が美唄で就職できる

環境づくりのために、市内企業との交流の場

を設ける。さらには、隊員が定住する際の支

援を拡大し、支援の際の自己負担を少しでも

軽くする等の事業を雇用者である市としては、

定住のための事業を展開していただきたいと

存じます。全国の自治体では、まちの活性化

の原動力となりうる協力隊員の定住対策に手

厚い助成を行う自治体がたくさんありますが、

美唄市も協力隊員の定住者が増えるよう、さ

きに述べましたような対策を考えていただき

たいと思います。以上のようなことについて、

お考えがあればお伺いしたいと思います。 

●市長板東知文君 地域おこし協力隊の定住

者増加対策についてでありますが、隊員に安

心して活動に従事していただき、任期終了後

の定住につなげていくためには、地域おこし

協力隊の意向を十分踏まえ、新たに事業を起

こすための起業に向けた助成事業の充実のほ

か、商工会議所などの関連団体や地元企業と

の連携など、地域とのつながりをさらに深め、

就職や起業に結び付けていく必要があると考

えているところでございます。そのため、今

年度より担当職員を新たに配置し、支援体制

を強化したほか、現在、東川町などへ研修視

察や、さらに定住・起業に向けての研修会を

随時開催してきたところでございます。また、

助成制度、支援につきましては、起業すると

きの準備支援金として100万円のほか、「美唄

市中心市街地空き店舗等活用促進事業」や「美

唄市新規創業新分野進出補助事業」、こういっ

た制度の在り方も含め、さらに支援できるよ

う、検討してまいります。次に、隊員に対す

る相談体制やサポート体制の状況につきまし

ては、着任時におけるオリエンテーションや

各地域で行われている隊員向けの研修案内の

ほか、今年度においては、まちづくりに関す
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る私の講話をはじめ、隊員と職員との交流会

の開催、さらに本庁舎２階にいわゆる交流ス

ペースとしまして、地域協力隊専用のスペー

スを設けるなど、相談体制やサポート体制の

構築に努めてきたところでございます。本市

におきましては、人口減少・少子高齢化とい

う中で、地域の担い手づくり、担い手確保と

いうことが非常に大きな課題となっておりま

す。こういった中で、地域おこし協力隊の皆

さんには、新たに地域の変化を生み出す地域

づくりの担い手として、定住していただける

よう、さらに必要な支援に努めてまいります。

●議長金子義彦君 次に移ります。 

９番松山教宗議員。 

●９番松山教宗議員（登壇） 令和４年第４

回定例会において、大綱２点について、市長

にお伺いします。 

大綱１点目は、環境行政についてでありま

す。一つに、合同墓の取組状況についてです。

平成20年代に入り、家族一族による継承を前

提とした、お墓に対する市民の意識変化や、

次世代が出身地から離れ遠方地で生活をして

いる、少子高齢化、単身世帯の増加などによ

る構造上の変化もあり、また、お墓の維持管

理面などで、墓じまいがあるなど、受皿の一

つの選択肢として、公共合同墓の設置が各自

治体において始まりました。本市も設置に向

け、他の自治体に先んじて合同墓に関する調

査・研究を開始し、平成29年には市民ニーズ

を把握するための市民アンケート調査を行っ

てきましたが、それから設置に向け、数年が

経ち、令和２年12月第４回定例会において、

一般質問での市長の答弁には、設置場所、規

模感、整備の必要性、来年度に着手などのス

ケジュール等が示されるとともに、設計段階

において、提案型のプロポーザル方式の検討

の答弁があり、令和３年第１回定例会での予

算審査特別委員会では、主に予算や規模につ

いて、従前よりかなり大きく変わり、実態に

合わないのではないか。積算根拠はどうか、

などと建設・設置を前提に本市の状況を考え

たときに、規模感や積算根拠、財源などの議

論が大きくありました。それを受け、令和３

年６月第２回定例会では、美唄市合同墓整備

基本計画が示され、実態に見合った規模の見

直しが図られるなど、道内各自治体の設置状

況からすると遅れをとりますが、本年着工さ

れ、完成し、10月に無事に供用開始がされま

した。その後、新聞報道等で建設工事が終わ

り、受付申請も始まり、供用開始とともに埋

蔵が進められている旨の記事がありました。

待ちに待った市民がいたと聞き及んでおりま

すし、注目度が高く、とても必要な公共施設

の一つであると、印象を受けております。そ

こで、供用開始約２カ月が経ちましたが、ま

ず、本年度、申請及び埋蔵状況についてであ

りますが、申請に係る周知方法及び申請手続

きの際に留意したことについて。また、担当

課において受付対応されているということで

すが、これまでの申請件数の内訳、市内また

は市外など、埋蔵件数、埋蔵時の対応につい

てどのように進められ、スムーズな対応がさ

れたのか、取組状況について伺います。そし

て、私も建設中や完成した後に合同墓を見に

行きましたが、現在、その周辺環境を見ると、

正面に土が盛られ、通路などができています

が、舗装などではなく、ただ合同墓があるの

みの状況でありました。そこで、これまであ
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る程度の周辺環境整備などを進めるというお

話もありましたが、既に冬季間ですが、今後

どのように進めていくのか、今後の考え方に

ついて、市長に伺います。 

大綱２点目は、地域医療行政についてであ

ります。一つに、新病院の建設についてであ

ります。現在、本市では、新病院の建設につ

いて進められております。ここ10年程度の推

移を伺うと、2011年には東日本大震災が起こ

り、その復興や2020年には東京五輪、パラリ

ンピック開催に向けた建設ラッシュ、また、

日本列島では度重なる自然災害による災害復

旧工事など、建築資材をはじめ、人件費など

の値上がりが続き、以前より社会情勢として

想定されていたように、オリンピック終了後

も止まらず値上がりが続き、本年にも世界情

勢も相まって、原油高騰や物価高騰などが重

なり、これらの影響による建築資材の高騰や

調達困難、働き方改革も含め、人材の確保、

人件費の高騰など、大きなリスクがある状況

が続いております。札幌の生コンクリート組

合が、来年４月から生コン価格を３割値上げ

するなど、資材、人件費、エネルギー価格な

どが上昇しています。隣の岩見沢市では、東

京五輪パラリンピックに伴う建設ラッシュの

後も人件費や輸入資材価格の高騰が続いたこ

とから、市立岩見沢病院と中央総合労災病院

を再編統合する新病院建設基本計画、今年10

月13日に策定、公表されたものにおいては、

開院を１年延期し、2028年春とし、病院の規

模は延べ４万平米の規模で、概算事業費総額

242億円、１平米あたり60万円と試算しており

ます。一方、令和３年３月に策定した美唄市

の病院建替え基本構想計画においては、１平

米あたり45万7,000円、令和４年３月に策定し

た病院の基本設計書では、１平米あたり45万

5,000円を想定されております。 

そこで１点目、積算価格についてでありま

すが、新聞報道によれば、現在の病院建設の

単価は、１平米あたり55万円から60万円とな

っており、岩見沢の新病院も60万円となって

います。本市が令和３年３月以降、約２年間、

１平米あたり45万円の試算となっていますが、

そういう差異を見ると、工事費が低い印象を

受けます。そこで、その差異について改めて

伺います。 

２点目は、来年度予算に盛り込まれる建築

工事費の積算の考え方についてですが、日々、

様々な価格が高騰している中で、どのような

考え方、手法のもとに積算を行うのか、伺い

ます。 

３点目は、過疎債及び病院事業債に係る交

付税措置についてでありますが、22.7億円の

財源として、過疎債及び病院事業債の活用を

すると、本市の基本設計説明書に記載されて

います。病院事業債は、元利償還金に対して、

交付税措置される上限額は、１平米あたり40

万円で、残りは市の負担となっています。つ

まり、高騰が続けば、市の負担がそのまま膨

らむことになりますが、交付税の建設費の単

価という実勢単価の違いについて、どのよう

になっているのか伺うとともに、本市の負担

を減らすためにどのように対応するのか、伺

います。 

４点目は、医療機器等整備費用についてで

ありますが、医療機器等整備費用も令和３年

３月以来、２億円となっています。様々な分

野において、価格が高騰しておりますが、新
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病院建設にあたって、どのように積算をする

のか、その考えを伺います。また、情報シス

テム関連も含め開院まで調達が可能であるの

かも、あわせて伺います。 

５点目は、開院時期についてでありますが、

現在、車やカメラ、トイレの什器など、様々

な分野で入荷が遅れておりますが、岩見沢市

の計画では、世界情勢の影響による建築資材

の高騰や調達困難などのリスクを踏まえ、今

後の設計工事に要する期間を精査し、開院目

途を１年延期し、2028年春に開院を目指すと

しております。建築資材もさることながら、

医療機器等も高騰や調達困難などのリスクを

考えると、開院時期についても精査が必要で

ないかと考えますが、どのように考えている

のか市長にお伺いします 

●市長板東知文君（登壇） 環境行政につい

て、合同後の取組状況についてでありますが、

申請に係る周知につきましては、広報紙メロ

ディー９月号及び市ホームページにおいて周

知を図り、９月５日より申請相談の受付を開

始したところであります。次に、申請手続き

については、事前に予約受付を行った上で申

請受付を実施し、11月末現在で169件の申請件

数となっております。次に、申請の内訳につ

きましては、市民の方からは、埋蔵に係る申

請が46件、生前予約に関わる申請が117件、ま

た、市外の方からは、埋蔵に係る申請が２件、

生前予約に係る申請が４件、合わせて169件と

なっております。なお、埋蔵の際には、市の

担当者２名が立ち会いの上、10月17日から10

月28日までに、31件の納骨を執り行ったとこ

ろであります。 

次に、周辺環境整備の今後の考え方につき

ましては、令和５年度に外構工事として、周

囲の景観との調和に配慮し、土盛り部分の緑

化や植栽及び駐車場から合同墓までの舗装工

事など、隣接する美唄斎苑と一体となった周

辺環境整備を予定しているところでございま

す。 

次に、地域医療行政について、新病院の建

設についてでありますが、建替えにあたって

は、病院建設という特殊性、専門性の観点か

ら、発注方式としては、デザインビルド方式、

いわゆる設計・施工一括発注方式・公募型プ

ロポーザルを市として初めて採用いたしまし

た。また、先月29日に私が立会いのもと、事

業者である「市立美唄病院建替え事業受注コ

ンソーシアム」から９名が参加しまして、実

施設計の中間報告において、現時点では建設

物価の状況や社会情勢の悪化による工期への

影響がないことについて、説明を受けたとこ

ろであります。建設事業費につきましては、

事業者との「市立美唄病院建替え事業に係る

基本協定書」第７条第３項により、当初見積

書等における事業費は事業規模金額を基準に

協議すること、及び同条第４項により、発注

者及び最優秀提案者は、当初見積書等の内容

について、価格等の交渉を行い、見積条件等

を見直す必要がある場合には、それぞれ見直

しを行うこととされております。このことか

ら設計見積書等の内容について、来年２月末

の実施設計業務期間までに、価格の交渉を行

ってまいります。 

次に、交付税措置等につきましては、公立

病院施設整備に係る建設基準単価の増額につ

いて、全国市長会も含め、国へ申し出を行っ

ているところでございます。 
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次に、医療機器及び情報機器の整備につき

ましては、早期発注を行うなど、納品等に遅

延がないよう努めてまいります。 

●９番松山教宗議員 １点目は、合同墓につ

いてでありますが、令和５年度の工事の必要

性は認識しつつも、財源が本市にとって、新

病院建設など、財政的に厳しい面があるのか

なと思ってございます。今後の合同墓に関す

る取り組み、周辺環境について市長の考え方

を伺いたいとともに、今、申請を受け付け、

埋蔵時の対応はスタートしたばかりでありま

すので、担当課で進められていると思います。

今後、そういう対応を担当課で行っていくも

のなのか。あるいは委託、指定管理等を考え

ているのか、伺いたいと思っております。 

２点目は、新病院についてでありますが、

現在の社会情勢を踏まえると、当初の事業費

の増額となることが考えられます。今後、実

施設計が完了し、事業費が確定した場合や工

事請負契約後など、これまで大型工事の変更

契約においては、議会の議決の案件はなかっ

たと聞いておりますが、工事着工後において

も、建設費の高騰が十分に予想される状況に

ございますので、その場合はどのように対応

を行っていくのか伺います。また、建設費が

上がれば、その都度、契約変更を締結として

議会の議決を行うような考えはあるのかにつ

いてもお伺いしたい。 

●市長板東知文君 今後の合同墓に関わる取

り組みについてでありますが、令和５年度に

おいては、周辺環境整備を予定しているとこ

ろであり、より市民に親しまれるような、よ

り良いものを作ってまいりたいと考えており

ます。なお財源については、引き続き、過疎

事業対策債を充てて、市民負担を減らせるよ

う努力してまいりたいと考えております。次

に、今後の対応につきましては、申請から使

用料収入までは市で行い、埋葬時の対応につ

いては、美唄斎苑の指定管理者への業務委託

を予定しているところでございます。 

次に、新病院建設について、今後の議会へ

の説明等についてでございますが、事業内容

に変更が生じた場合においては、２月中に議

会へ報告を行うとともに、継続費の変更を行

う場合においては補正予算を提案させていた

だきたいと考えているところでございます。

いずれにしましても、現在、デザインビルド

ということで、実施設計を受注者がコンソー

シアムといろいろ検討してございます。そう

いった中で、最終的には価格交渉を市との間

で行い、最終的には２月の段階で金額が確定

するという形になってございます。その時点

で必要な対応を予算等の説明を含めて、しっ

かり対応したいと考えております。 

●議長金子義彦君 次に移ります。 

５番本郷幸治議員。 

●５番本郷幸治議員（登壇） 令和４年第４

回市議会定例会にあたり、大綱３点について

市長並びに教育長に伺います。 

大綱の１点目は、医療行政について。市立

美唄病院の建替え計画について伺います。新

病院の事業工程が９月の第３回定例会で、地

域医療体制等調査特別委員会の資料では、都

市計画法に基づく開発許可申請を今年の10月

から11月下旬にかけて行い、11月から翌年の

２月までに、建築確認の申請を行う工程が示

されました。現時点でのこれらの工程は予定

どおり進められているのかどうなのか、まず
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この点についてお伺いします。次に、建築工

事の工程については、13カ月の工程となって

おりますが、本当にこの計画どおり進めるこ

とができるんでしょうか。現在、諸物価の高

騰や未だ収束の見えないコロナ禍の影響によ

り、物流の悪化がとりわけ目立つ中、私は13

カ月の工程では到底、間に合わないんではな

いかと思えてなりません。また、こうした悪

条件の環境下で、９月に示された建築事業費

等に変更が生じないかも伺います。 

次に、大綱の２点目は、福祉行政について。

高齢者等の除排雪について、現在、市では間

口除雪を実施し、市道除雪後、置いた雪を間

口2.7ｍ程度を除雪する事業を行っておりま

す。対象世帯は70歳以上で構成されている世

帯、また、身障手帳の等級が１・２級の方で

構成されている世帯等が対象で、費用負担は

市民税非課税世帯から課税世帯まで、それぞ

れの要件に従い、負担割合を設定して実施し

ております。しかし、同じ高齢者であっても、

まだ体が動くなど、身体的にお元気な方はと

もかく、介護認定を受けた高齢者や身体に障

がいのある方にとっては、間口もさることな

がら、玄関先までの除雪自体も非常に困難を

きたすことが伺えます。個人的なことではご

ざいますが、冬季間で一番市民相談が多いの

は、比較的高齢者が多く住んでおります進徳

東団地、いなほ団地、南美唄団地にお住まい

の方からの玄関先の除雪の市民相談を多く受

けております。そこで、以下についてお伺い

します。間口除雪制度の対象世帯を介護認定

を受けた高齢者や障がいのある方に拡充し、

除雪の範囲を間口も含め、玄関先や窓回りの

除雪を支援するお考えはないのか、お伺いし

ます。 

その二つ目として、地域介護・福祉空間整

備等施設整備交付金の活用についてでござい

ます。厚生労働省の地域介護・福祉空間等施

設整備交付金は、介護施設等における防災・

減災対策を推進するため、スプリンクラーの

整備、非常用自家発電の設備、給水設備の整

備、水害対策に伴う改修、新型コロナウイル

ス感染拡大防止に係る換気設備の設置等につ

いて補助する事業です。なお、補助率は国が

２分の１、自治体が４分の１、事業者が４分

の１となっており、事前に地元の各施設等に

対して計画等について調査をし、その調査結

果に基づき、予算の用意をする必要がありま

す。補助事業を実施する場合には、道宛てに

協議書を提出する必要があり、実施について

は、道の審査及び厚生労働省による判断によ

り、交付の可否や交付額が決定します。年々、

激甚化・頻発化する自然災害や感染症等から

施設を利用している高齢者等を守るための取

り組みを後押しすることは大変重要であり、

事業者のニーズを掌握しながら、地域介護・

福祉空間整備等の施設整備交付金を積極的に

活用すべきと考えますが、市長の見解を伺い

ます。ここで、既にこの事業が本市にありま

して、実施しているのであれば、その現状は

どのようになっているのか伺います。 

次に、大綱３点目は、教育行政について、

教育長にお伺いします。教育委員会の補助金

の取り扱いについてでございます。平成26年

度、イリス弦楽四重奏団美唄コンサート並び

に風間杜夫落語独演会トークショーの二つの

補助事業に対して、交付しました美唄市民会

館文化補助事業補助金について、不正があっ
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たとして、当時関わった、既に解散していま

すＮＰＯ法人美唄市文化協会の理事長及び職

員１名を平成30年７月11日付けで、札幌方面

美唄警察署長宛てに教育委員会補助金を着服

したとして、刑事告訴をしました。その後、

令和２年５月28日付けで札幌地方検察庁岩見

沢支部から嫌疑不十分との理由で、不起訴処

分とした旨の通知がありました。この案件で

旧市民劇場の調査依頼をした個人連盟の方に

も、市民の一部の方から心ない中傷批判をさ

れるなど、こういう状況に置かれていること

に対して、教育委員会としてどのように重く

受け止めておられるのか。また、不起訴処分

の通知から２年以上経過している現在、こう

した市民を巻き込んだ、補助金の取り扱いに

ついて、どのように検証をされ、今後の補助

金不正受給対策として、具体的にどのように

検討されたのか、教育長にお伺いします。 

●市長板東知文君（登壇） 医療行政につい

て、市立美唄病院の建替え計画についてであ

りますが、都市計画法に基づく開発行為申請

につきましては、12月中旬に北海道へ申請す

るところであります。また、建築確認申請に

つきましては、12月下旬に申請手続きを行っ

てまいります。次に、建設工事の工程につき

ましては、病院建設という特殊性、専門性の

観点から、発注方式としてデザインビルド方

式、いわゆる設計・施工一括発注方式・公募

型プロポーザルを市として初めて採用し、こ

のことにより、品質の向上、コスト縮減、工

事期間短縮の効果が期待されているところで

あります。また、先月29日に私立会いのもと、

事業者である「市立美唄病院建替え事業受注

コンソーシアム」から９名が参加した、実施

設計の中間報告において、現時点では、建設

物価の状況や社会情勢の悪化による工期への

影響がないことについて説明を受けたところ

であります。建設事業費につきましては、事

業者との「市立美唄病院建替え事業に係る基

本協定書」第７条第３項により、当初見積書

等における事業費は、事業規模金額を基準に

協議すること及び同条第４項により、発注者

及び最優秀提案者は、当初見積書等の内容に

ついて、価格等の交渉を行い、見積条件等を

見直す必要がある場合には、それぞれ見直し

を行うこととされております。このことから、

設計見積書等の内容について、来年２月末の

実施設計業務期間までに価格の交渉を行って

まいります。なお、事業内容に変更が生じた

場合には２月中に議会へ報告を行うとともに、

継続費の変更を伴う場合においては、補正予

算を提案させていただきます。 

次に、福祉行政について、高齢者等の除排

雪についてでありますが、本市における高齢

化の進展に伴い、間口を含め玄関先や窓周り

の除雪については、非常に大きな課題となっ

ているところと認識しているところでござい

ます。このため、地域包括ケア推進条例に基

づき、自助、互助、共助に基づくそれぞれの

役割において、互助の中心となる社会福祉協

議会に登録しているボランティア団体などの

活用や町内会単位での支援による除雪に関す

る組織体制を立ち上げ、除雪の担い手を含め

支援の仕組みづくりに向けて、全市的な観点

から検討してまいります。 

次に、地域介護・福祉空間整備等施設整備

交付金の活用についてでありますが、介護事

業者のうち、定員29人以下の地域密着型施設
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については、市が窓口となり、また、30人以

上の広域型施設については、北海道が窓口と

なっているところであります。また、毎年北

海道から送付されます通知につきましては、

地域密着型施設への周知に努めているところ

でございます。次に、交付金を活用する実施

主体は、民間等の事業者と交付要綱で定めて

おり、申請に基づき対応するものでございま

すが、これまでの交付金につきましては、本

市において、平成27年度以降２件の申請があ

り、このうち１件が採択となっているところ

でございます。なお、こういった交付金等に

つきましては、積極的に活用を進めるよう、

今後とも周知に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

●教育長天野政俊君（登壇） 補助金の取り

扱いについてでありますが、美唄市民会館文

化補助事業補助金につきましては、平成26年

度の当該補助金について、虚偽の補助申請及

び補助事業等実績報告書の提出があった可能

性があるとして、元市民劇場の役員による調

査依頼書が教育委員会に提出がありました。

この調査依頼を受け、平成30年７月11日付け

で札幌方面美唄警察署長あてに、教育委員会

補助金をさく取したとして告訴状を提出して

おりましたが、令和２年５月28日付けで、札

幌地方検察庁岩見沢支部から不起訴処分とし

た旨の通知がありました。このことによって、

調査依頼をされた方が批判を受けていること

について、私といたしましては、この調査依

頼自体が、決して誤った行為ではなく、批判

を受けるべき内容のものではないと考えてい

るところであり、誤解をまねいたことに対し

まして、お詫び申し上げたところです。次に、

不起訴処分後の検証については、教育委員会

議の中で、刑事告訴に至る経緯や不起訴処分

となったことに対する認識等について協議し

てまいりました。この協議を通して、刑事告

訴などの重要案件については、法令や条例、

規則に基づき、慎重な判断を行っていくこと

が必要であるという共通認識に至ったところ

であります。また、補助金交付に係る事務に

ついては、当該申請に係る書類等の審査や必

要に応じて行う現地調査等により当該申請内

容の確認行為の実施など、今後とも法令や条

例、規則に基づき、適切な執行に努めてまい

りたいと考えております。 

●議長金子義彦君 次に移ります。 

 １番森明人議員。 

●１番森明人議員（登壇） 大綱１点、福祉

行政について質問いたします。 

まず、加齢性難聴について、10月に高齢者

の方から相談を受けております。内容は、市

役所窓口での説明が聞き取りにくい。年のせ

いか聞き取れないので、家内と市役所に行き、

聞いていただいているということです。お尋

ねした高齢者の方は１人で来ても聞き取れな

い。聞き取れないから、担当者の話がかみ合

わない。何度も聞くのが恥ずかしいと言って

おりました。私は検証してみようと思いまし

て、今週月曜日から水曜日の間に市民課の窓

口前にて動向を見てみました。高齢者の方、

特に男性が要件の場合は、奥様と来ている割

合が非常に多いということが分かりました。

ここ最近はコロナ感染の予防のために、パー

テーション越しに話すことが避けられない状

況となっており、特に高齢者の方には、何ら

かの対応が必要と考えております。そこで、
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市長に３点ほどお伺いいたします。 

１番目に、本市、高齢者の加齢性難聴者の

割合を伺います。 

次に、本市窓口業務における加齢性難聴者

への対応でありますが、各窓口ごとに工夫し、

対応していると思いますが、現在は、一部の

自治体、老人ホーム、病院、空港、ＪＲなど

で導入されている難聴者、高齢者を音でサポ

ートするスピーカーの導入が進んでおります。

スピーカーは音を上げなくても、クリアな音

が遠くまで届き、難聴者や高齢者が聞き取り

やすいスピーカーとなっております。最近で

は高齢者による難聴だけではなく、難聴が低

年齢化しているということと、障害者手帳の

範囲に入らない隠れ難聴の方も増えておりま

す。2016年４月、障がい者差別解消法が施行

されたこともあり、公共のバリアフリー化は、

福祉のまち美唄として取り組むべきと思いま

すが、市長の考えをお伺いいたします。 

次に３点目、加齢性難聴の方への補聴器購

入補助についてお伺いいたします。加齢性難

聴は、加齢とともに高い音から徐々に音が聞

こえなくなり、60歳以降のかなりの割合で難

聴があるとされております。加齢性難聴の特

徴として、例えば、伊藤、佐藤こういう名前

を言っても、一緒に聞こえているのが現状で

あります。また、電子レンジの金属音「チー

ン」という音がありますが、この音も聞こえ

なくなっているようです。また、ガスにかけ

ている鍋などの沸騰音、また車のクラクショ

ンの音も聞こえず、家庭にある火災報知機の

「ピー」音、こちらも聞き取りにくいという

ことで、大変危険な状況です。言葉が聞こえ

にくくなる。つまり、難聴を放置すると認知

症が低下し、コミュニケーションにも支障が

出て、社会的に孤立することで、閉じこもり、

うつ、認知症、それから、寝たきりになりや

すい、このことが統計で挙げられております。

市長、補聴器は外部からの聞こえの情報を受

けることによる認知症の予防であったり、将

来的な医療費の削減、また、介護費用、その

他の削減を考えれば、決して大きなものでは

ないと考えております。加齢性難聴の方への

補聴器購入補助を美唄市でも取り組んでいた

だきたいが、市長の考えをお伺いいたします。 

●市長板東知文君（登壇） 福祉行政につい

て、加齢性難聴についてでありますが、国立

長寿医療研究センターの「全国高齢難聴者数

推計と10年後の年齢発症率―老化に関する長

期縦断疫学研究」によりますと、25デシベル

を超える軽度以上の難聴者の全国の割合は、

60歳以上では48.8％であるとの推計値が示さ

れております。本市におきましては、難聴者

数の調査は行っておりませんが、令和２年に

行った美唄市高齢者保健福祉計画・介護保険

事業計画の介護予防・日常生活圏域ニーズ調

査では、耳の病気で治療している方は、690

人のうち42人で、6.1％の割合となっておりま

す。 

次に、本市の窓口業務における聞こえづら

い方への対応につきましては、聞こえづらい

と思われる方が窓口に来られた場合、少し大

きめの声でゆっくりと説明し、さらには、文

字を記載し説明するなど、様々な方法により

工夫して対応しているのが現状でございます。

また、現在窓口では、コロナ感染症予防のた

めパーテーションを使用しており、使用して

いない場合と比較しまして、聞こえづらい環
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境にありますので、今後につきましては、音

声拡大スピーカーを設置し、市民の皆さんが

より聞きやすい環境で窓口を利用できるよう、

対応してまいります。 

次に、加齢性難聴の方への補聴器購入補助

につきましては、高齢化に伴う全国的課題で

あることから、国の公的補助として制度化さ

れるべきものと考えており、これまでに全国

市長会を通じ、軽度・中等度難聴者の補聴器

購入について、国の制度で対応するよう要請

しているところでありますが、本市といたし

ましても、他の自治体の取組状況、例えば、

現在人事交流を行っております東川町では既

に補助制度を行っているところでございます。

こういった取組状況を引き続き調査し、さら

に検討してまいりたいと考えております。 

●議長金子義彦君 お諮りいたします。 

本日の会議はこの程度にとどめ、延会いた

したいと思います。これにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認め、そのように決定いたし

ました。本日はこれをもって延会いたします。

大変ご苦労さまでした。 

 

午前１２時０７分 散会 
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